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事務運営の概要等

徴収部管理運営課

1 基本的な考え方

管理運営部門は、正確な事務処理と納税者の立場に立った丁寧かつ適切な応対を行う

必要があるため、客観的な指標を用いたPDCAサイクルに基づく事務運営により効率

化を推進し、事務計画に基づく協働処理体制の下、次の重要な役割を的確に果たすこと

を基本とする。

①納税者基本情報の正確・迅速な処理による課税部門及び徴収部門の支援

②総合窓口における納税者等への親切かつ的確な対応

③次代の礎となる新人の育成

2資料センター関係

局署における法定資料及び法定外資料の分類・送交付事務などの内部事務のうち、資

料センターに集約することで事務の省力化・迅速化等、事務処理の効率化につながる事

務について､千葉及び光が丘資料センターで非常勤職員を効果的に活用して処理を行う。

なお、平成31年1月からは課税総括課が主体となって課税総括課が所掌する税務署事

務処理センターと一体的な運営を行っている。

おって、資料せんの入力業務については、無断再委託事案を受け、従来の外部委託か

ら、 自ら情報セキュリティコントロールが十分可能な方法（内製化）による入力を実施

していく。

S納税表彰事務

納税表彰は、国税について納税思想の高揚、納税施設の普及改善に関して功績顕著

な者を表彰することによって、広く納税思想の高揚等に資することを目的としており、

団体の役員、租税教育関係者及び税務広報関係者を表彰対象者としている。

〔令和元年度納税表彰日程（予定)〕
《参考》 （単位：人）

-1-

選考等 庁上申 表彰式

財務大臣表彰
◆◆●●◆◆◆◆●◆◆G●もむ●●■●●●■●■■■■■■●■■■■■■■■■■合■■｡●●■●■■■■■■■●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■｡■○句■争の●争の●●●

国税庁長官表彰
6月中旬 6月28日

日時: 10月28日 （月）

場所：三田共用会議所

国税局長表彰 8月上旬 －

日時: 11月7日 （木）

場所：未定

(前年:KKRホテル東京）

税務署長表彰 8月上旬 － I■■■■■■■■

平成30年度表彰者数

東 京 全国

11

20

50
■■■■■■■■の｡旬争●争○●●争｡｡●争○今●争今の●、●争今●、●●●◆今●③●●守Gee●●

85

85 341

483 1，697



事務運営の概要等

徴収部納税管理官

1基本的な考え方

納税管理官は､東京国税局管内の全ての延納申請(相続税.贈与税)及び物納申請(相続

税）の許可・却下等に関する事務を所掌している。

この延納・物納申請の処理に当たっては、関係部署（管理運営課、財務局等） との緊密な

連携・協調を図るほか、定められた事務処理手順を遵守するとともに、的確な進行管理を徹

底し、法定審査期間内（原則3か月以内）における適正かつ円滑な処理を実現する。

（注） 延納・物納申請は、法定審査期間内に処理できない場合、みなす許可となる。

2延納・物納事務の局集中化（試行）

専門的知識を要する延納・物納事務の効率化を図るため、令和元年7月から、署の納税専

門官及び付職員を局納税管理官に併任し、延納・物納申請の全事案を国税局で集中的に処理

する試行を実施するb本試行は、国税庁の方針に基づくもので、 2年間の試行を経て、令和

3事務年度からの本格実施が予定されている。

（注） 平成30事務年度は、申請額2,000万円未満の延納事案について、税務署の納税専

門官が広域運営により処理を行っていた。

3事務の効率化と納税者利便の向上（事前相談の積極的な実施等）

延納・物納申請は、申請時に提出する書類が多く、申請財産の整備等に相当の費用や時間

を要する場合があることから、申請前に個別相談を実施し、納税者が許可要件や整備すべき

事項等を理解することで、補正事項や延長制度の利用が減少し、事後の許可等事務が効率化

する。

また、納税者にとっても、専門的知識を要する延納・物納制度の利用について、申請前に

正確な情報等を得ることは、大変有益であると考えられる。

このため、延納・物納申請前の事前相談（個別相談）を積極的に実施することにより、事

務の効率化や納税者利便の向上を図る。

4専門的な知識・ノウハウの蓄積、継承等

延納・物納事務の処理に当たっては、専門的な知識・ノウハウが必要とされることから、

事務処理マニュアルの作成、処分事績等の蓄積などの施策を実施し、専門的な知識・ノウハ

ウの蓄積、継承及び処理要員の育成に積極的に取り組む。
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事務運営の概要等

徴収部徴収課

1 基本的な考え方

（1）滞納整理の基本の徹底

滞納整理事務においては、滞納処分の執行が滞納者の権利・利益に特に強い影響を

及ぼすことから、滞納整理に当たっては、臨場により現況確認を行い、滞納者個々の

実情を十分に把握した上で、処理方針を決定する。

‘ このため、滞納者との納付折衝に当たっては、現在において滞納国税を納付する意

思を有しているかを確認するとともに、滞納原因、事業概況、収支状況、財産・負債状

況などの基本調査を踏まえて納付能力調査を実施し、その結果､法令･通達に基づき、

猶予すべきものについては適正な猶予を行い、猶予できないものは差押え等の滞納処

分を執行するなど、組織として統一性をもった判断の下、厳正かつ的確な滞納整理事

務を徹底する。

（2） 総体的進行管理の徹底

徴収事務においては、様々な環境変化に適切に対応しつつ、持続的かつ着実に滞納

の整理促進を図っていく必要がある。

また、徴収事務は、①新規発生を含め所掌する滞納事案の全件が処理対象となる、

②単年度で処理が終わらない事案が数多くあるという特性がある。

このため、事務運営においては、 自署の滞納事案全体の処理・展開の進捗状況を管

理するとともに、滞納整理状況等を評価・分析し、その結果を事務計画に反映させた

徴収事務を実施するというPDCAサイクルに則った事務運営（総体的進行管理）を

徹底する。

なお、事務運営に当たっては、事務の効率化を推進し、可能な限り外部事務量を確

保するとともに、限られた事務量を効果的・効率的に活用し、バランスのとれた事務

運営を行う。

2厳正・的確な滞納整理事務の推進

次の事項に留意し、厳正・的確な滞納整理事務の推進に取り組む。

①滞納の未然防止 ④長期事案の整理展開

②新規発生事案の早期着手・展開 ⑤適正な猶予処理及び確実な履行監視

③消費税事案の整理促進 ⑥悪質事案及び処理困難事案の整理展開
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事務運営の概要等

徴収部国税訟務官室

1 基本的な考え方

徴収関係訴訟は、国が被告となる被告訴訟のほかに、滞納処分の一環として国が原告

となって提起する原告訴訟がある。

訴訟は、最終的な租税負担の公平を実現するための手段として、滞納整理上必要不可

欠のものであるとともに、納税者及び第三者の財産並びに権利義務にも直接重大な影響

を与えることから、法務当局等の関係機関と連携を図りつつ、訴訟事務に適切に対応す

る。

なお、①原告訴訟提起の推進、②被告訴訟及び不服申立てへの適切な対応及び③徴収

職員の知識・技法の向上の3点を中心として、事務運営を実施していく。

2具体的な施策

（1）原告訴訟提起の推進

イ徴収システムを活用した効率的な端緒事案の把握（態様区分の設定等）

ロ局特整（二課審理・評公官、 S1訴訟担当)、徴収課及び署審理特官等との連携及

び情報共有

ハ大口悪質事案、処理困難事案及び長期事案については、原告訴訟提起に向けた検

討会の開催

（2）被告訴訟及び不服申立てへの適切な対応

イ被告訴訟について、法務当局等との緊密な連携・協調の下、最大限の主張・立証

ロ不服申立てについては、被告訴訟に発展する事案も見受けられることから、事案に応

じ、被告担当、不服担当との一体的運営

（3） 徴収職員の知識・技法の向上

イ 「徴収訟務事務情報」の積極的発信

原告訴訟端緒事案を把握するための情報等の提供及び滞納整理に必要な事例等の紹介

ロ研修講師の派遣（庁・局主催研修、地方局の支援）

ハ証拠収集のための補足調査等における訟務官室職員による同行調査等の支援

-4-



事務運営の概要等

徴収部機動課

〔派遣関係〕

1 基本的な考え方

管理運営課及び徴収課との緊密な連携の下、署の事務の進捗状況等を踏まえて策定し

た派遣計画に基づき、機動課職員の効果的な派遣を実施することにより、①管理運営事

務の適正、円滑な処理、②滞納事案の整理促進、③署徴収職員の能力向上に資する。

2派遣目的

（1） 管理運営担当(25名）

①管理運営事務の適正かつ円滑な処理（不足事務量に対する支援）

②滞納事案の整理促進（滞納整理事務の支援）

（2） 徴収担当（18名）

①滞納事案の整理促進（滞納整理事務の支援）

②徴収事務経験の浅い職員の能力向上（実践的滞納処分研修・同行指導研修）

〔納税コールセンター関係〕

1 基本的な考え方

新規発生滞納事案に対して「集中電話催告システム」を活用した電話催告・文書催告

の手法により、早期かつ大量一括処理を行うことにより、効果的・効率的な滞納整理に

資する。

また、分割納付計画の履行監視や定期催告事務の集中処理により、署徴収部門等の負

担軽減・事務量確保を図り、滞納整理促進を支援する。

2事務内容

オペレーター業務を行う職員(19名）及び非常勤職員（オペレーター43名、事務補助

7名）により、新規発生滞納事案を対象に、電話催告・文書催告を実施（夜間催告や閉

庁日催告を含む｡）するほか、次の事務も併せて実施する。

（1） 督促前納付指導事案の履行監視及び不履行時の電話催告

（2） 申請による換価の猶予許可事案の履行監視及び不履行時の納付計画確認

（3） 電話による期限前納付指導

（4） 電話催告時における振替勧奨

（5） 定期催告書の集中発送（全84署分及び局特別整理部門分）
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事務運営の概要等

徴収部特別整理総括第一課・第二課

1 基本的な考え方

東京局特別整理部門は、滞納が長期化した事案をはじめとする処理困難事案を所掌して

いる中で、本年10月に予定される消費税率の引上げを見据え、次のとおり役割分担を明確

化し滞納整理に取り組むことで、滞納事案全体について更なる整理促進を図る。

2重点事項

（1） 特官グループ

各機能に応じた綿密な調査や高度な徴収技法を要する事案及び納税誠意が認められな

い悪質事案の整理促進

（2） 特整サテライト及び統括官部門

消費税事案及び長期事案等の整理促進

3取組方針

滞納整理に当たっては、特に次の事項に留意して取り組む。

（1） 厳正・的確な滞納整理の実施

滞納処分の執行は、滞納者の権利・利益に特に強い影響を及ぼすことから、臨場を中

心に滞納者個々の実情を十分に把握した上で、納付能力調査や納付指導を行い、法令・

通達に基づいて猶予、差押えなどの処理方針を見極め、厳正・的確に処理する。

（2） 的確な進行管理

滞納整理状況等を的確に分析して、所掌事案全体の着手・処理状況について総体的進

行管理を行うとともに､徴収システムを活用した期日管理などの個別進行管理を徹底し、

所掌事案全体を計画的に処理する。

（3）組織力の活用

個々の事案担当者だけでは対応できない処理困難事案など、滞納事案の態様に応じ、

関係部署と緊密な連携の下、特別整理部門の組織力・専門スキルを活用した滞納整理を

実施する。
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型税収納金整理資金徴収済額報告書、国税収納令薬理畜金支払命令済額報告書
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29年度(H30.5)

収納済額

①

還付金額

②

収入額

③（①一②）

30年度(R1.5)

収納済額

④

還付金額

⑤

収入額

⑥（④一⑤）

開差

収納済額

(④一①）

還付金額

(⑤－②）

収入額

(⑥－③）

前年対比

収納済額

(④/①）

還付金額

(⑤/②）

収入額

(⑥/③）

源泉所得税及
復興特別所得税

102，131 12．982 89，149 110．257 ’ 13，848 96.409 8． 126 866 7,260 108.0％ 106.7% 108． 1％

申告所得税及
復興特別所得税

14，275 706 13，569 14．847 690 14，157 572 ▲16 588 104.0% 97.7％ 104．3％

法 人 税 72.819 8,864 63.955 75,947 8,374 67.573 3． 128 ▲490 3,618 104.3% 94.5％ 105.7%

相 続 税 10， 174 239 9.935 10，635

’
１
０
１
０

342 10．293 461 103 358 104.5％ 143. 1％ 103.6％

消 費税及
地方消費税

105．178 34.898 70．280 106， １２１ 37,597 68,524 943 2.699 ▲1．756 100．9％ 107．7％ 97.5％

酒 税 2.230 0 2.230 2.306 I 0

1

’
’
I
q

l

2，306 076 76 103.4％ 一

103.4％

そ の 他 18． 156 1．088 17．068 19．023 921

1
1

1

I
18,102 867 ▲167 1．034 104．8％ 84.7％ 106. 1％

合 計 324.963 58.777 266． 186 339, 136 61，772
■

277,364 14． 173 2,995 11， 178 104．4％ 105. 1％ 104．2％



〔参考〕徴収部－2
租税滞納整理状況（国税合計）の推移（局署計・各年度最終分）○

(億円）

16．000

15．058

14．975 14,899

ル

14.000

12.000

10.000

8.唖

６

6,m0

4.卿

2㈹0

ロ

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23‐ 24 25 26 27 28 29 30
（年度）

（ ）杏は、国税合計･に占める荊獅税の柵成割合（％）を示す。

各j々の計数において、低円未満を四捨五入している。

２
１
２

元

(注）

(参考）全国に占める東京局の割合
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Ｉ
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○平成30年度最終分(5月末)の滞納残高は4,623億円で､期首から226億円の減少(期首対比95.3％）

〔税目別減少額〕消費税:45億円､源泉所得税:63億円、相続税:78億円、申告所得税:52億円、法人税のみ増加:9億円

○国税合計は平成10年度以降､21年連続で期首から減少､消費税は平成12年度以降､ 19年連続で期首から減少

○滞納発生割合（税額）の推移（東京局）

(％〕

7．0

－－全税目

－－消費税

5．8 E丘
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〔参考〕徴収部－3
○滞納整理事務処理体制（局署の機能分担）

滞納額 所掌担当 事務分担等

／ 、

,線,.〆評… 【 局特整】 “…“
＃ず
胃 』 ･昇qd･･ﾛ,..･･･b■b■,=b･b､ppb･ﾛロ････DDppppDp戸一ﾛﾛ凸一ﾛﾛ･面ﾛﾛｰﾛ◇－ﾛ◇静｡b■bdb･

薯 【総括第一課】
蕊

ミ ミ ・ !If務迩'獣の企画・立案ミ ミ

調盤事務

・ 俄椛補理事務

。 Ⅲ係各部孫との調盤・

ff"HI1『繩の収集整理1F務

. 研修・ '離査蛎務

.’ ．,.･･･..“ L ノ可寸寸奎』 ….....~.. 、賂、
L 昭

冊 も
も 3

1 §
.､ i i
ﾏ. : q

ミ I ：
9 2 8

…..…..…．

； ．.･ ･~'….,…."･~．,…….．……..….~~・一.…..←……．｡"
; 〆

罵 【総括第一課】 、 ； 【特別国税徴収官・特整サテライト・特整部門】
罵 ：
: § ・ 11輪迩鴬の企画・立案・ リ ：悪 ・ 滞納1F案の史なる盤理促進
‘淵盤亦務 ； ：

！ ； ①特官グﾙｰﾌﾟ・ 俄椛補El1事務

。 ’)I係行部採との調盤。 ‘ 各機能に応じた綿密な捌査や,l.ji皮な徴収技法を要す

ff"HI!i繩の収集整理1筋 | "IIF案の幣珊促進
・ 研修・ '離査蛎務 ②特碓サテライト ．特盤部'111

－／ 消撒税1f案及び長期事案等の盤理促進

一、 ・ 取組方針
雌正・的確な滞納盤理の実施

1

【総括第二課】 的確な進行楴耶（総体的進行袴哩．佃別進行管理）
・ 群珊 11f務 組織力・ ｝〃'' '1スキルを活用した滞納盤理の実施
・ ルj，甥の評ｲl1li ・換{llli :.1F ・ 態様別1礫への対応
筋(W]IF案については洲 ・ 的碓な辮即AI務の実施
納処分の引継ぎを受けて 。 年金保|倹料輔の委任への取組

:I 実施）
ノ 、．

r、 〃 、”
凸、､.‘軸一一.－－－

皮な徴収技法を要す

■■■

鍵

る1F案、

篝
■■■

' 8

.‘,．..、 ノ

ご…rご笠
【機動課】

・ 聯派泄による滞納盤理支援

・ 経験の浅い職員の火地桁導

'

途.､ 『 冒濡 計』 "HIJ

蕊■
瀞､《 ‘′

'

〃

【徴収課】 灘 【国税訟務官室】
・ 料の徴収蛎務に関する ： ； ． 局、悪の徴収I訴識1F務及び

]I端愉;理･桁導監僻 罵 不服｢'1立てに係る1F務

０
１

､〆… 【署 】
■■■

申、｡

、
／
缶

浄〆
謹;華輿一弾
群 皇蕊輯:津

二審零蕊蕊
一一塁 許蔀

司 一司寺式 ユL ﾆ

÷亀一半士ﾆﾆﾆﾆｴ屯 ﾆ 發 ﾛ
4 L ■ ﾆ ﾆ ﾆ ｵ 」

灘
■曲 可b ず .ﾆ ﾆ ﾆ …

壬唱ﾆ ﾆ ﾆ許ﾆ ｺ一計討 ､

為；響J号号整
弔ゴー 一品司一
甥署鄙子揺需 一.鄙

馥JL梺暑 ･ ･ 露呈串

烹擬蕊
龍鍾:藩蕊龍：
吾ゴ ゴー b L ÷ 号

」“-寒 二号 蕊
昌 コ ゴニ 侭配ﾆ ｭﾆ咄 二

識
口 P 口 # 唖L
口 ㎡八口 ㎡ 口

;蝿諜懲
轆瀦:』夢

ご= ､ =

､ ‐ f _

＃
二 ＄ 』 』 鍔冤

, ,､' 4

､ H f 』 … ？.

, f＃ 1 . k号 －． ､
畷

滞納盤理の基本の徹底

総体的進行管理の徹底

厳正・的確な滞納1鯉'1:1f筋の推進

①滞納の未然防止

②新規発生事案の早期析手・展開

③消炎税1F案の盤HI!促進

④
⑤
⑥

長期21＃案の盤理展開

迩正な猫予処理及び確実な服行朧視

恕H1f案及び処理困難]lF案の盤理展ⅢI

〆 詔､

砧叱
且

【広域特官1 .“9ブロック

・ 広域主席特官

広域通'断りF務の総括及びブロック料へ
の指導・助言

・ 特整特官及び広域特官付職員
ブロック料の悪面覗案及び処理困雌‘lf
案について通年所堆による整理促進

【自署特官．付職員】

． l‘I鵜主席特官による自啓特'白.グループの

一元符理

照;灘撫硫“将の

(主席特官0～70件、特官及び付職員150件）

■■■

【広域審理特官・審理専門官】

・ 法令・ 』､遠の適川竿に関する照会対応
・ 具体的理III附記等の審理
・ 原告訴訟端締邪案や海外間巡りF案など
の処理方針の見撤め

・ 法的手段を活川した滞納整理の支援
（|司行111帳弊）

訴〆

１
１
１
１

Ｊ

■
９
６
１

１
１
１

署部門

【部門】

． K期担当は、長期1f案を20()～2501'|程度所;'4：

（1 .'賊． ．fl職員が所喉する:1f案以外）

熟睡搬溌bmf繩簿到繍F
長期扣当が所鎭する'1F溝以外）

I■■■ 納． 税
卜 J

コール

センター

【広域監査特官】 ･･･4ブロック

・ ブロック料の洲納処分の停止冒蛎後朧汽

【 納税コールセンター 】 恥

賠

: ･ l lの新規発生'|聯案（特官非設慨粁のii'i獅税画 ｜の:'lf案を除く。 ) Lﾉ〕
： ’世,澗催i!了 (滞納金額に応じて、 ルヌ則､ | |は】か月､ ｜ 圏3か月､■■
； ■■■は’年間所榊

不応馨者に対す~る夜l lil l'ii:1'『及び文 ,1F催告

屯話による期|ⅧM1紬|､I指導:等の洲納の未然防' '弓

JI11i r （許可） した.11梁のI微行朧悦及び不脱行1ifの'1齢lWi岬i

一間:文ilF催告111:の発送
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〔参考〕管理運営課
東京国税局管内納税貯蓄組合連合会組織図○

東京

納税貯蓄組合

総連合会

署 連

（48）

市区町村連

（ 2 ）（ 2 ）

単位組合

（2，519）

(設立昭和31年5月26日）

神奈川県

納税貯蓄

組合連合会

署 連

（ 18）

市区町村連

（ 8 ）（ 8 ）

単位組合

（531 ）

東
京
国
税
局
管
内
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会

全
国
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会

一

(設立昭和35年7月23日）

、

千葉県

納税貯蓄組合

総連合会

署 連 市区町村連

（4）（ 4）

単位組合

（290）（ 14）

(設立H (設立昭和38年2月23日）召和33年10月7日）

(設立昭和52年6月22日）

山梨県

納税貯蓄組合

総連合会

署 連

（ 4 ）

市区町村連

（ 1 ）（ 1 ）

単位組合

（66）

(設立昭和35年6月9日）

回回
《
口 計

(注） 単位組合数は、平成31年3月31日現在である。
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〔参考〕徴収課
O令和元事務年度における署の徴収事務運営の概要

〆 、

令和元事務年度の取組方針

滞納の未然防止 ④長期事案の整理展開

新規発生事案の早期着手。展開⑤適正な猶予処理及び確実な履行監視

消費税事案の整理促進 ⑥悪質事案及び処理困難事案の整理展開

①
②
③

、

』 劇

…

唖に

総括統括官f:及び自署主席特官

特官

付職員

＃特別整理特官

広域特官付職員
部門:長期担当部門;ー般担当

新規発生事案及び繰越事

､案(特官所掌以外)

長期事案(特官所掌以

外）

長期事案及び新規発生

事案を含む高額事案

悪質事案及び処理困難

事案〔通年所掌〕
躍蕊

§｜ 事案の分析(整理区分別｡税目別｡税額階層別･業種別･地区別等) l

i 一
難 “…

;{挙暑一体体制による滞納の未然防止施策の実施 HI ？＃毒轟葦燕？■毒1℃ Ⅵ: 『 :蕊蓉蕪蕪！＃§

{徴収部門における既滞納事案の儲有滞納に対する納期限前後の納付指導の実施 ｝；

事案の分析(整理区分別｡税目別｡税額階層別･業種別･地区別等)

、
」１６ＩＩ０ｌＩ１Ｉ１ｌＩｌｌＩＩＩ３１ＩｆｔＩーグ
、

所掌事案に応じた整理目標の設定

、Ｉ１１１１１１ｊ１１ＨｊＩ１１１１１Ⅱ１１１１１

ノ
ーーーーーーーーーーーーーーーダ

【処理プロセス指標】

①新規発生事案

->1か月以内の着手

3か月以内の実質展開

②繰越事案

->処理過程(ステップ)別の実質展開

･挙署一体体制による滞納の未然防止施策の実施

蕊識甥識

徴収事務計画の充実: ：
： 茎：

:

①早期着手事案の指定による

事案区分に応じた事務量配

②効果的な施策等の実施

の充実;§室; §｜
： :毒釧

旨定による ｜

事務量配分 ｜

〕実施

： ' I

.-.--.----.--=._- ,_〆
-踊畢路r+〆輿k pL挑無井叫蹄…蝋判乱舞民出口.,f…桝矛"心P……鵠叱呼…野…鐸………

……】…歯………蕊

悪質事案及び

処理困難事案

の整理展開
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幽
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写
④
寺
守
弗
力
Ｆ
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轄
恥

職滞納整理の基本的な考え

①滞納整理の基本の徹底

臨場により現況確認を行い､滞納者個々の実情を十分に把握した上で､処理方針を決定

/~.~~~~.~~~~~~･~.~~~~~~－－~~~~~~~~~---~--~~---~~-.~~--~~~~----.~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~-.~~~~~~~-.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.､、

|②総体的進行管理の徹底
｜ 徴収事務の特性を踏まえて､①｢滞納事案全件の処理･展開の進捗状況の管理｣(処理プロセス指標による

｜ 管理).②｢滞納整理状況等の継続した管理｣を実施
ノ、

ﾐｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ．---．----------------------------------------------- ----...----.彦
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I蕊燕
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1 』 Ⅱ
規発生事案の ．

期着手･早期展開

………二日二雲二日……宣一…

時効接近事案､停止相当事案､承継手続未了事案､贈与税事案､公売検討事案の計画的な処理

-I=副事案の着実な整理展開
適正な猶予処理及び確実な履行監視

新規発生事案の

早期着手-早期展開

、
ノI

、
‐
１
１
ノ

新規発生事案の ．

早期着手･早期展開

Ｉ

、
軽
Ｉ

１
１

’

ｒ
、 I

鰯
･消費税事案の整理促進

･長期化の防止
･所掌事案全件の着実な

整理展開

’ I厳正･的確な滞納整理事務の推進
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〔参考〕国税訟務官室
徴収訟務事案等処理状況表○

平成30事務年度（各年7～6月）の状況

1 原告事案の処理状況

’
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注1 内書は、本案事件を表す。

注2 「端緒事案」 とは、局署から原告訴訟端緒事案として報告があった事案。

「訟務事案」 とは、局署から訴訟提起依頼書の提出があった事案。

「法務事案」 とは、法務局へ訴訟提起依頼した事案。

被告事案の処理状況2

(単位：件）

区分 期首 発生 要処理 処理済 未済

30 13 9 22 16 6

ワQ
~しノ 13 20 33 20 13

3不服事案の処理状況

（1） 再調査の請求 (単位：件）

区分 期首 発生 処理済 未済要処理

鋤
一
羽

〈
Ｕ
六
ｂ

蝿
一
鍋

娼
一
閉

４
４
入
．
’
１
１
ユ

(2) 審査請求 (単位：件）

区分 期首 発生 要処理 処理済 未済

’
内10
19

内22
30

内32
49

内18
30

内14
19

30

内27
？32

内.32
箪鍵83

内59
115

内49
99

；
内10
."16

29

注内耆は、始審的審査請求（平成28年4月1日施行）を表す。
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〔参考〕機動課
平成30事務年度の事務実施状況○

1 機動課職員の派遣状況（6月末現在）
(単位:署､人日）

(注) l管瑠重営事務の内書きは、徴収担当及び納税コールセンター職員の派遣状況を示す。

2確定申告期派遣は2月18日から4月1日。

3徴収事務の内書きは、管理運営担当及び納税コールセンター職員の派遣状況を示す。

2納税コールセンターの催告状況等

（1） 催告実施状況
(単位;人､億円、％､ホ・ｲﾝﾄ）

(注） 1 各欄左上の数字は、前年同期比を示す。

2 「催告保留中」は､集計月末現在において催告保留期間中など、催告可能な状態にない事案である。

(2) 催告回数等の状況

【文書催告】 （単位:件､%) 【定期催告】 (単位:件）

(注） 各欄左上の数字は、前年同期比を示す。

(3) 期限前納付指導の状況
(単位:回、％）

(注） 各棚左上の数字は、前年I司』りl上上を示す。
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派遣形態

一般派遣 確定申告期派遣 研修派遣

実署数 日数 実署数 日数 実署数 日数

合 計

実署数 日数

管理運営
70 3,993

内

47

内217

967 ■■■■■■ －

内18

70

内217

4,960

徴収
内9

50

内129

2,974
一 』■■■■■

55 679

内9

67

内129

3,653

催告対象 処理済 処理割合

(②/①）

署返戻 残
9 －

局 内

納付誓約

外

催告保留中

人員
100.8

259,333

101.7

188, 195

＋0.7

72.6

99.9

28,449

97.5

42,689

100.9

26,627

110.7

16,657

税額
104.8

1,168

104.7

818

△0. 1

70.0

110.2

218

97.8

132

98.8

89

113.4

94

架眉
、
９
ｆ

一
ア
ー
コ
引
一 f況

架電回数 応答 口 数 応答率
受電回数

95.4

439, 149

104.5

128,389

＋25

29.2

110.9

52,316

発送件数

102.3

132,780

局署 発送 '1■■
《
卓数

全84署 113,064

局特別整理部門 7,099
二
垂一

ロ 120,163

架電＞犬況

架言蟇回数 応答回数
受電回数

115．0％ ！ 108．3％

17，742 1 11．478

135．6％

659



〔参考〕特整

1 令和元事務年度特別整理部門の事務処理体制

事務処理体制
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〔参考〕特整

2処分対象滞納の整理状況
｡

（1） 全税目・税額（各事務年度6月末現在）
言円一％

(2) 消費税・税額（各事務年度6月末現在）

(3) 長期事案・税額（各事務年度6月末現在）
言円、％

S滞納処分免脱罪に係る告発状況
(単位:件）

4諸外国との徴収共助及び情報交換の状況

5年金保険料等の委任状況

-15-

要整理滞納

期首滞納 新規発生 合計

整理済滞納

処理済 停止 合計
整理割合 期末残高 期首増減 期首対比

30 2,324 564 2,888 436 187 623 21.6 2,265 ▲59 97.5

29 2,362 637 2,999 435 240 675 22.5 2,324 ▲38 98.4

前年対比 98.4 88.5 9663 100.2 77.9 92.3 ▲0.9 97.5

要整理滞納

期首滞納 新規発生 合計

整理済滞納

処理済 停止 合計
整理割合 期末残高 期首増減 期首対比

30 682 232 914 171 67 238 26.0 676 ▲6 99.1

29 651 277 928 189 57 246 26.5 682 31 104.8

前年対比 1048 8368 98.5 90.5 117．5

G G G G ､G

4 o G G G G G G G●

凸

96;7 ▲0．5 99.1

要整理滞納

期首滞納 新規発生 合計

整理済滞納

処理済 停止 合計
整理割合 期末残高 期首増減 期首対比

30 1,290 97 1,387 123 98 221 15．9 1,166 ▲124 90.4

29 1,331 106 1,437 107 102 209 14．6 1,228 ▲103 92.3

前年対比 96.9 91.5 9665 115.0 961 1h105;7 ふ＋1,3 95.0

東京局 東京局以外 全国計

30 2 10 12

29 2 4 6

28以前 14 43 57

合計 18 57 75

東 京 局

徴収共助 情報交換 保全共助(被要諦）

東 京 局以外

徴収共助 情報交換 保全共助(被屡iI）

全国計

徴収共助 情報交換 保全共助(被嬰調）

30 17 39 0 6 44 3 23 83 3

29 4 15 0 3 21 1 7 36 1

28以前 8 35 1 0 36 0 8 71 1

合計 29 89 1 9 101 4 38 190 5

東 泉 局

厚生年金等 国民年金 合計

東京局以外

厚生年金等 国民年金 合計

全国計

厚生年金等 国民年金 合計

30 8 ‘ 20 28 20 55 75 28 75 103

29 4 1 26 30 19 28 47 23 54 77

28以前 15 32 47 28 25 53 43 1 57 100

合計 27 78 105 67

I

I

D

’
108 175 94 186 280
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I 調査部の概要



1 調査部の使命等

調査部の使命は､大規模法人等の税務コンブライアンスの維持・向上に努めることを

通じて、税務行政全体における適正・公平な課税の実現を図ることにある。

そのため、業界・取引先等への影響が大きい大規模法人等に対し、課税部等と組織的な連

携の強化を図り、全税務的観点で全国的に波及効果の高い調査、大口・悪質な不正計算の把

握を目的とした「深度ある調査」等を行うことを基本とする。

また、 「深度ある調査」等に加えて、大企業との協働関係を築き、 自発的な税務コンブラ

イアンスの維持・向上に導く 「協力的手法」にも重点を置いている。

2調査部の機構

調査部は、調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令に基づき、原則として資本金

1億円以上の内国法人及び外国法人等17,483法人の法人税及び消費税に係る調査事務

を分掌している。調査第一部は、特官室が所掌する超大規模法人及び国際セクションが

所掌する外国法人等を、同第二部から第四部においては、内国法人を業種別に所掌して

いる。

また、令和元事務年度における調査第一部から第四部の定員は1，252人である。

〔参考1〕令和元事務年度調査部所管法人数

(令和元年7月10日現在）

(注）所管法人数は、清算中等245法人を除く。

-1-
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口
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〔参考2〕 東京局調査部の立ち位置

東京局調査部の立ち位置
I！ー！ーー一一一!ー！■。 ｡■p・ﾛ･ ‘■・ ‘■･ ‘■・ ！■・ {■・口｡｡ !■｡ !p･ ‘■・ ‘■・ ‘■・1

1上段:概算数 ’
1 1

1下段:R1首実数 I
I I

L－－－－..｡ ､ﾛ. ‘＝一一一一一一‘ー‘－．口. ‘－，．．－．．－1

○法人数等 (令和元年7月10日現在）

※1東京局調査部の法人数は清算中等の法人245社を除いている。

※2外法は通常管理のみを表示している。

I上段:税額(億円） ｜

|下段:割合
1 ..,...-..、－－－－－－－－－－－－－－－－－凸○徴収決定税額(法人税)等
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全国
300万社

(3,132,210）

100万社

(1,027,251）

17,500社

(17,483）

4,500社

(4,273）

500社

(524）

5,500社

(5,498）

7,000社

(7,188）

56,000名

(55,903）

16,000名

(15,990）

1,250名

(1,252）

50名

(48）

職員数のうち、

局3,893名、署12,097名

e-Tax義務化対象7,508社

国際特官､外1～3部門

● 0

9

調査部

◇
ロ
ロ
、
〃
、

註護法火課税蔀簡
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声
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合計/
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諦
岬

全局

東京局

82，974

(全国に占める割合） 、 65．1％

51，897

(全国に占める割合） 40.7％

(東京局に占める割合） 74．4％

(調査課に占める割合） 62．5％

44,463

34.9％

17,852
14.0％

・ 25.6％

ー

127,437

69，749

54.7％

一

一

東京局
６

他局 合計 備考

特官
※37

58.7％

26

41.3％

63 37=33+CG(1)
+国際(1)+TP(2)

統括官
55

45.8％

65

54.2％

120



〔参考3〕調査部の組織図

定員1全52名

| sss名『洲査鏥一藩11J乏

’ ’i州査負亨一審E抄逗長 I型I深哩定理』‘官 ,洲査冴;一劃;びく1乏

24フ名1フフ名 之e1名

広
域
怖
報
特
理
課

洲
査
需
理
裸
諏

訓
査
部
門

（
特
命
担
当
）

調
盃
審
理
課

主
任
国
際

洲
究
審
理
官

主
任
国
際
８

税
務
専
門
官
１

鏥夕卜

1匡1

$法

3人

1郡訂月

門亨it辰

43

特
別
国
税
洲
盃
官
Ｏ

（
移
幅
仙
怜
担
当
）
１

調
在
開
発
課
弱

国
際
細
査
裸
一
砿

特
別
国
税
洲
禿
官
５

（
国
際
担
当
）

莱国

1

《除
〃

つ

.-, 1.,1『
制；

''' 1 1報

主
任
国
際
６

怖
報
辮
理
官
４

国
際
怖
報
索
一
課
一
Ｆ

国
際
怖
繩
鏥
二
課
一
樫

洲
盃
総
括
諜
壷

特
別
国
税
細
盃
官

50 1 6 1 52 1 7 28 179

洲
査
部
全
体
の
乖
携
の
総
合
刑
挫

本
務
迩
世
の
企
画
立
案

企
画
型
洲
査
辨
案
等
組
成
に
係
る
怖
報

収
集
・
分
析
。
迩
結
調
査
に
係
る
連
絡

綱
盤
等
。
黄
科
怖
報
辨
務
の
管
理

決
謎
懇
審
理
・
撞
疑
応
答
・
不
服
申
立

て
及
び
訴
訟
に
関
す
る
郡
務

局
長
又
は
部
長
の
命
に
よ
る
特
別
洲
査

他
局
支
援
・
震
疑
応
答
・
不
服
申
立
て

及
び
訴
訟
に
関
す
る
事
務

Ｉ
Ｃ
Ｔ
調
査
支
援
及
び
調
査
手
法
の
州

発
・
消
識
税
固
有
の
納
税
者
に
対
す
る

洲
査
・
ｅ
ｌ
Ｔ
ａ
ｘ
利
用
勧
奨
の
企
画

国
際
セ
ク
シ
ョ
ン
全
体
の
小
務
迩
営
・

海
外
取
引
調
査
支
援

複
雑
な
海
外
取
引
に
係
る
洲
盃
及
び
研

究
開
発

移
幅
価
枯
調
査
事
務
に
係
る
企
画
立

案
・
移
幅
価
格
綱
査
支
媛

局
長
指
定
の
大
規
棋
外
国
法
人
等
に
対

す
る
訓
査

外
国
法
人
等
の
細
査

局
長
娠
定
の
大
規
拱
法
人
に
対
す
る
移

転
価
格
調
盃

移
転
価
絡
洲
査

邪
而
碓
認
栫
査

那
前
碓
認
審
盃
（
大
型
・
複
雑
￥
困
雌

那
案
）

特
官
室
の
庶
務

調
盃
那
務
迩
轌

局
長
指
定
の
大
規
恢
法
人
に
対
す
る

洲
査

’
二
Ｉ

Ｉ
ｂ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｈ
Ⅱ
Ⅲ
ご
『
１
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
ｌ
Ⅱ

’
１
１

訂冊査鏥二音B長 訂剛査錐三割I長 訂月誰匠鏥四晋冊長

’

訂耐査第二宵B抄<J量 訂母呈奄第三1祁沙こ長 訂剖證這第四ｻ邦I火長

ZOz名 19s名 19フ名

調
盃
総
括
課

洲
査
鋪
１
～
３
部
門

洲
禿
鏥
４

調
査
第
６
～
猫
部
門
唾

調
査
総
括
叫
一
型

調
盃
鏥
迦
～
”
部
門
一
釦

調
盃
鏥
劉
・
詣
部
門

調
査
第
丞
～
率
部
門
四

訓
査
莱
姻
・
媚
部
門
率

調
査
総
括
課
型

珊
交
第
刎
～
媚
部
門
池 ｌ

調
盃
鏥
妬
～
託
部
門
２１

５
部
門

22 32 26 21

（主要業湛I）

迩頭笠、不u功産、 過ｴi姉

（主聖悪業禾砺）

金F独、石油・ イヒ学、 【壷郵亙

（主要楽萢K）

マスコミ、 ‘近織、 ソフトIﾝエフ

業
征
分
担
の
下
、
内
国
法
人
に
対
す
る

祁
査

刑
査
第
一
一
部
の
庶
務

細
査
那
務
迩
営

局
長
又
は
部
長
の
命
に
よ
る
僻
別
洲
盃

辿
結
申
告
法
人
に
対
す
る
調
穴

述
結
申
告
法
人
に
対
す
る
細
森

業
師
分
担
の
下
、
内
国
法
人
に
対
す
る

細
査

述
結
申
告
法
人
に
対
す
る
洲
読

楽
諏
分
担
の
下
、
内
国
法
人
に
対
す
る
」

捌
盃

洲
査
第
三
部
の
庶
務

調
査
那
務
亟
営

局
長
又
は
部
長
の
命
に
よ
る
特
別
湖
盃

棚
盃
莱
四
部
の
庶
務

洲
査
鞭
務
迩
営

局
長
又
は
部
長
の
命
に
よ
る
特
別
覗
究

〔参考4〕調査第一部所掌業種等

○特別国税調査官

グループ等 主要な所掌業種等

Kグループ4班

Aグループ° 6班

Bグループ 5班

5班

cグループ°■■■

■■
5班Dグループ

Eグループ’ 4班

Fグループ 4班

－3‐



3平成30事務年度の調査事績等（6月末確定）

（1） 平成30事務年度の調査事績 青： 28事務

赤： 29事務
黒： 30事務

肖法 税 費 税人

調査

終了

件数

固有の

非違

割合

うち海外取

引を有する

法人数$

海取

非違

割合

海取

不正

割合

不正

発見

割合

海外増差

所得

重加対象

税 額

固有非違

税 額
非違税額増差所得 う ち

不正所得

う ち

不正所得
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・ 海外取引調査への取組については全体として一定の効果があったと評価

ただし、一般部門に限って言えば、国際調査支援の在り方も含め課題あり

： 【消費税】

。 消費税事績は例年並み､大口の固有の非違は､ ｜ 櫛目立つ
■■■■■■■■■■■■■■倍■■低■■■■■■■■甘■■■｡■■■■■■■■■■■■宮■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■旬■■■■■■■■■冑■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

調査事績の推移(2)

消費税法人税
億円 ％

80,0
億

7，000

円 ％

80．0
200

6，000

60．0 150 “.0

露 鴬5，000

5 己 50．7
■ ④
■

■

■
露了一

I

２

1
4，000

47.6

鼠一農一
40．0 100 40．0

3，000
;燕

蕊

蕊童ろ
2，000

燕
20．0 50 20．0驚

豫
鷺

一一騒鑑一一鱈一一鰯“ー9－
－

？
…….鴬1，000

~＃ §蝉 0 0．00 0．0
…

廊毒1:過去3年平均27事務 28事務 29事務 :過去3年平均 27事務 28事務 29事務

…非運税額 蝉固有非運税額一固有の非運割合…l曽差所得

÷不正発見割合

＝不正所得 …海外増差所得

一海取非違割合

-4



4令和元事務年度における調査部事務運営

（1） 基本的な考え方

調査部の使命は、大規模法人等の税務コンブライアンスの維持・向上に努めること

を通じて、税務行政全体における適正・公平な課税の実現を図ることにある。

所管法人の国際化、 I､CT化の進展や連結法人の増加など、調査部を取り巻く環境

の変化に適切に対応していくため、 PDCAサイクルに基づく事務運営の見直しを不

断に行いつつ、効率的で質の高い業務を推進していく。また、複雑・困難化する業務に

限られた人員で対処していくため、事務量投入先の選択と集中や組織的な連携の強化

を図るほか、人材育成についても一層配意する。

（2） 事務運営の重点事項

調査部の事務運営は、所管法人を含めた全納税者の自発的な納税義務の履行を適正

かつ円滑に実現するため､リスク・ベース・アプローチに基づき、複雑・困難事案等へ

の調査の重点化と協力的手法の活用を効果的に組み合わせて所管法人全体を適切に監

理し、大規模法人等の税務コンブライアンスの維持・向上に努めていく。

イ適正な調査事務運営の推進

適正な調査事務運営を実施していくため、申告誤りの的確な是正に努め、特に、租

税回避行為、海外取引に係る非違、不正取引の把握等、調査事務の重点事項につい

て、 目的意識を明確に持って取り組むとともに、取組状況の適切な検証を行って問

題点の特定・改善を図り、効率的で質の高い調査を一層推進する。

（ｲ）適切な事務計画の策定等

事務計画の策定に当たっては、事務運営の方向性を踏まえ、調査の重点事項に

則したものとする。

計画の実施に当たっては、メリハリのある調査事務運営の観点から、事案に応

じた適正な調査日数を指令することとし、必要に応じて、機動的、弾力的に計画変

更を行う。

その際、統括官等は、適時に調査先に臨場するなどにより、事案の見極めを適

切に実施し、また、部次長等幹部は、適時・適切に事案の進捗状況を確認し、的確

な進行管理が行われるよう指示する。

（ﾛ）効果的な調査の実施 ．

調査事務においては､調査必要度が高い法人を的確に選定し､事案の状況に応じ

て調査日数の延長・短縮を行うなど部次長等幹部を中心にメリハリのある進行管

理を図り、効果的・効率的な調査の実施に努める。

A組織的・継続的な納税者の管理等
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リスク・ベース・アプローチに基づく所管法人全体の適切な監理及び適正な事

務量配分を行うため、法人全体のリスク分析を行い、均一性・客観性を確保し、

個々の所管法人の税務リスクを的確に判定することでそのリスクに応じた接触

体系や調査体制等を効果的に選択するとともに、所管法人全体の税務コンブラ

イアンスの状況等を的確に把握することで、中長期的な観点からの納税者管理

の充実を図る。

また、局署を通じた効果的・効率的な法人調査の観点から、所管法人全体を適

切に監理し、実態の把握が不十分な長期未接触法人や小規模法人に対しては､実

態把握の必要性を踏まえ、投下すべき事務量を的確に見極めた上で短時日の特

定項目調査や文書照会を活用するなどにより適切に管理する。

B連結法人の管理・調査の充実

連結法人については､連結子法人やグループ全体の情報の集約・分析による納

税者管理の充実や効果的な連携調査先の絞り込みを通じて波及効果の高い調査

を推進するとともに、内部事務の集中化･専門化により調査事務量を確保して連

結親法人・子法人の一体的調査を実施し、調査事務の高度化・効率化を図る。

また､今後の更なる連結法人数の増加を見据え、単体法人と連結法人を区分す

ることなく総合的に管理・調査する体制への移行を引き続き実施する。

C調査の企画

調査企画事案について、情報収集、事案組成の段階から調査状況等の管理、調

査結果の分析までを広域情報管理課において一元的に管理し、効果的な調査企

画部署等の運営を図り、調査企画の充実に取り組む。

また、高い波及効果が見込める大型プロジェクト事案等については､継続的な

情報収集･分析を行うほか､新たな切り口からの資料情報の分析や統括官等によ

る署保有情報の収集等を積極的に行い、端緒情報の安定的発掘や組織内外に高

い波及効果を及ぼす事案組成にも積極的に取り組む。

(ﾊ）他部課との連携・協調

効果的・効率的に調査を実施する観点から、関係部署との情報共有を図り、連携

調査を積極的に実施する。

資料情報については、課税部との連携・協調の下、全税務的観点に立った資料

源開発及び有効な資料情報の収集・分析に努める。

国際課税の充実

(ｲ）国際課税分野の体制整備

国際課税分野を含む組織全体のパフォーマンスを最大化させるよう、国際課税

口
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分野に関する横断的なリスク管理の実施、 リスク管理から想定される非違に応じ

た調査又は調査支援の実施、国際課税分野に係る知識・調査技法の伝ぱを推進す

るため、事務量の適正配分など国際課税分野の体制整備を進める。

(ﾛ）海外取引調査の充実

海外取引調査については､新興国・開発途上国の高い経済成長などのグローバ

ルな経済環境の変化等に的確に対応するため、国外送金等調書やCRS (共通報

告基準）による金融口座情報等の情報リソースを効果的に活用し、国際調査課と

調査総括課等が緊密に連携して、調査法人の税務リスク等に応じた国際税務専門

官等の弾力的な運用を図ることなどにより、一層の充実を図る。

国際的租税回避については、課税部等との緊密な連絡・協調を図りつつ、情報

の収集・分析等を行い、事案の発掘・組成に積極的に取り組むとともに、調査に当

たっては、適切な調査体制を編成して深度ある調査を実施する。

また、国境を越えた役務の提供に対する消費税について適正な課税を確保する

ため、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供に係る取引の実態把握、事業者

の特定、申告状況等の確認等の観点から、国外事業者等に係る情報の収集・分析及

び事案組成を行うとともに、調査必要度の高い国外事業者に対する調査等を実施

する。

(ﾊ）移転価格税制の適切な執行

国際的な所得移転に対する関心の高まりを踏まえ、移転価格税制の執行に当た

っては、自発的なコンブライアンスの維持・向上の重要性にも配意しつつ、一層適

切に事務を実施する。

移転価格調査の実施に当たっては、移転価格上のリスクが潜在化している法人

の把握に努めるとともに､移転価格上の問題の有無の判断を速やかに行うため、準

備調査の段階から情報の収集･分析に努めるなど､調査の各段階において幹部によ

る進捗管理を徹底し、効果的・効率的な調査の実施に努める。

また、移転価格税制に係る文書化制度が適正かつ円滑に実施されるよう、独立企

業間価格を算定するために必要と認められる書類（ローカルファイル)等の作成状

況を臨場等によって確認し、必要に応じて指導するとともに､収集した書類等をも

とに移転価格リスクを的確に判断するなど効果的に活用する。

更に、一般部門と移転価格専担部署が協働して､中小規模の国外移転所得の問題

がある法人に対応していく。
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ハ協力的手法の活用

大企業の税務に関するコーポレートガバナンスの充実は、納税者における税務調

査対応の負担軽減と国税当局における調査事務量の効率的配分につながるため、税

務コンブライアンスの向上に向けて、適切な対応を行う。

また、申告書の自主点検と税務上の自主監査に関する確認表について、普及・定着

を図るとともに、必要に応じて活用程度の向上を促していく。

ニデータ活用を基盤とした全国一体運営の推進一

経済活動及び企業活動の広域化・グローバル化・高度情報化の進展など、税務行

政を取り巻く環境の変化を踏まえ、 ICT等を活用した高度な事案組成や調査選定

による調査パフォーマンスの向上や客観的なデータに基づく事務運営の実現に向け

て、積極的にデータの整備・活用に取り組む。

また、税務リスクの分析手法の研究開発・分析体制の整備に努め、分析結果等を

活用した全国一元的な納税者管理を通じて、 リスク・ベース・アプローチの高度化を

図るなど、全国のセンター局としての役割を果たしていく。

ホ人材育成

ICT化、グローバル化等の社会．経済状況の変化に適切に対応するため、高い

専門性を備えた調査能力及び審理能力の向上を図ることが極めて重要であることか

ら、職員個々の調査習熟度やこれまでの経験について的確に把握することで、より

効果的な研修を行い、中長期的かつ計画的な人材育成を図る。

また、高度な専門分野に対応するために、法務・金融専門家による民法等の私法関

係の研修、金融取引及びその計算方法に係る専門的な研修を実施する。

調査部調査経験の浅い職員に対しては、統括官が主体となって当該職員の調査能

力等を的確に把握した上で、総括主査や調査第二部～四部に配置する「実務指導専

門官｣及び｢実務指導担当調査官」等による適切な指導(0JT)を実施し育成を図る。
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5局長に対する報告（局長事務報告）

(1) 定例報告

調査部で所管している法人は、我が国経済や各地域をリードする大法人であり、これら

に対する管理及び調査・指導は、社会的影響及び税務行政への影響が大きいことから、毎

月1回程度、次の重要個別事案について局長に報告を行う。

なお、事務運営上、局長に報告を要すると認められるものについても同様とする。

イ著名法人のうち、局長に報告を要すると認められる事案の着手及び結果

ロ特定事案(局長決裁を要する事案及び調査終了した事案のうち特に局長に報告を要す

る事案）の調査事績

ハ調査中の問題事案のうち、局長に報告を要すると認められる事案の調査状況(課税処

分について争訟が見込まれる事案のうち特に重要な事案（以下「特重事案」 という｡）

の調査状況については､特重事案指定後おおむね2か月が経過した場合及び翌事務年度

へ繰り越されることが確実と見込まれた場合に報告する｡）

(2) 臨時報告

各部長が、緊急に局長に報告を要すると認めたものについては、随時報告を行うことと

し、必要に応じ調査第一部長が同席する。

〔参考1〕実地調査等に係る局長決裁基準（東京国税局決裁委任規定から抜粋）

〔参考2〕特重事案の範囲（｢重要個別事案の管理について」事務運営指針から抜粋）

調査中の問題事案のうち特に重要な事案

イ法人税の不正所得見込金額が10億円以上又は増差所得見込金額が100億円以上

ロ消費税の不正追徴見込税額が'億円以上又は非違見込税額が10億円以上

ハ不服申立てへの対応及び訴訟遂行が難航すると予想される事案

二否認の根拠規定の解釈等につき先例的な事案

ホ広く国民の関心を集めている事案
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区 分 基 ギ
ー 皇 等

法
人
税

不正所得金額

増差所得金額

還付事案

重加算税対象所得金額が1億円以上の実地調査事案

有所得の増差所得金額が、 1事業年度20億円以上の実地調査事案

還付すべき税額が10億円以上の事案(調査事案並びに更正の請求

等の諸申請に基づく処理事案）

消
費
税

重加算税の対象と

なる追徴税額

追徴本税

還付事案

重加算税の対象となる追徴税額が2,000万円以上の実地調査事案

本税の追徴税額が4億円以上の実地調査事案

還付すべき税額が10億円以上の事案(実地調査並びに更正の請求

等の諸申請に基づく処理）

共
通 そ の 他

実地調査事案のうち､上記以外のもので特に問題があると認めら

れるもの。



Ⅱ事務運営のうち、

特に説明を要する事項



○事務運営の基本的な考え方
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協働関係を築き、自発的な税務コンブライアンスの維持・向上に導く 「協力的手法」
1こも重点を置く。
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調査で把握した情報（非違事項、指導内容及びその改善状況、社内のガバナンス状
況等）に、調査以外で把握した情報（各種資料情報、決算。申告内容、業界の景気動
向等）を加味して個々の法人の税務リスクを判定した上で、その判定結果に応じた管
理を行い、それぞれに適した接触体系を選択する手法



○協力的手法の活用（コーポレートガバナンスの充実）

灘 大企業の税務コンブライアンスの維持・向上には、 トップマネジメントの積極的な
関与・指導の下、大企業が自ら税務に閨するコーポレートガバナンスを充実させて
いくことが重要かつ効果的であることから、その充実を推進する必要がある。
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○データ活用に係る取組

全庁的にICT等を活用した業務改革の推進を図っている。調査部においても、分析
ツール等を利用したデータ活用など､データを中心とした調査事務運営を行っていく必
要がある。
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【取組状況等】 :。 ､※ ：

○調査部データ活用PT(調査管理課と広域情報管理課を事務局とし、国際調査課、
調査開発課をはじめとする調査部内全部課で組織）の立上げ

o罵鱒ﾘｽｸ好■■■税務ﾘｽｸ､■■■■税務ﾘｽｸの
鷲

【今後の取組等職ゞ 錘 ： ≦
○引き続き、調査部データ活用PTを中心とした取組 :* ‘ " " ､f!
○広域情報管理課及び国際調査課に、データ活用專担者を配置し、肥置し、分析業務に従事
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○国際課税分野の体制整備
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○海外取引調査の充実（税制改正要望）

(1) グローバルに展開するデジタル大企業

(2) クロスボーダー消費税


